
１　事業実施の方針
　本年度は本法人が本格的に特定非営利活動に係る事業を展開する初年度である。

　「ユネスコ世界文化遺産」及び「ユネスコ世界の記憶」登録に向けた学術的な調査を行う。同時にこれらの

登録に向けた啓発交流事業を推進する。本年度は邑久長島大橋が架橋されて30周年となるため関連シンポジウ

ムを開催する。また、長島両園で活動している高校生・大学生による合同プレゼンテーション大会を開催し、

ハンセン病患者に対する隔離政策の歴史を次代に継承する世代が今感じていることを通して交流できる場を設け

る。

　更に、プロカメラマンによる現在の長島の歴史的建造物及び書物等歴史的記録物の撮影を行い、これらを後

世に伝えるのはもちろん、次年度以降にホームページや小冊子にて積極的に活用し、法人の会員獲得手段とし

て活用する。
　ハンセン病患者に対する隔離政策の歴史を地域の歴史として検証する事業として、長島を擁する瀬戸内市邑久
町裳掛地区市民へ裳掛地区コミュニティと協働でアンケート調査及び聞き取り調査を有識者とともに実施する。
なお、精緻な検証作業の必要性が想定されるため、当該事業は翌年度も継続して実施する。

２　事業の実施に関する事項

　（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容
実施予定

日　　時

実施予定

場　　所

従事者の

予定人数

受益対象者
の範囲及び
予定人数

支　出
見込額
（千円）

学術調査委員会の開催 通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 152

招聘講師を囲む座談会
（年２回開催予定）
※一般公開

通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

20人 200人 198

学術調査委員会の開催 通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 152

招聘講師を囲む座談会
（年２回開催予定）
※一般公開

通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

20人 200人 198

人権教育検討委員会の開催 通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 24

招聘講師を囲む座談会
（年２回開催予定）
※一般公開

通年

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

20人 200人 198

邑久長島大橋開通30周年記念
シンポジウムの開催
※一般公開

5月～8月
瀬戸内市中央
公民館

20人 約100人 122

高校生・大学生によるプレゼ
ン大会及び成果発表冊子の作
成
※一般公開

10月～12月
長島愛生園
邑久光明園

100人 約300人 414
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ユネスコ世界文化
遺産登録に向けた
学術調査事業

ユネスコ世界の記
憶登録に向けた学
術調査事業

歴史的建造物・史
跡等を保存し、広
く世界に対する社
会的人権教育の場
を提供する事業

ユネスコ世界文化
遺産及び世界の記
憶登録に向けた啓
発交流推進事業
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長島両園の歴史的建造物及び
史跡（空撮を含む）及び
書物等歴史的記録物の撮影
※撮影物の活用は次年度検討

5月～2月
長島愛生園
邑久光明園

10人 - 600

ポスター作成及び配布（A2
200枚）

5月～2月 10人 約10,000人 180

チラシ作成及び配布（A4両面
5,000枚）

5月～2月 10人 5,000人 210

ＮＰＯ法人の通称（愛称）及
びキャッチフレーズ等の募集

4月～10月 10人 - 162

(1)から(4)の達成
を目指す国際的な
取り組みを推進す
る事業

国際連携委員会の開催 通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

10人 - 152

学術調査委員会の開催 通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

10人 - 34

国登録有形文化財銘盤設置へ
の助成

3月
長島愛生園
邑久光明園

10人 約35,000人 100

長島を擁する瀬戸内市邑久町
裳掛地区における歴史検証
（アンケート・聞き取り）の
実施

5月～2月
裳掛地区コ
ミュニティセ
ンター他

30人 約2,000人 600

長島と地域の歴史検証委員会
の開催

通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 24

企画広報委員会の開催 通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 24

総務財政委員会の開催 通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 24

登録に向けたロードマップ作
成委員会

通年
法人事務所
瀬戸内市中央
公民館

6人 - 147

国登録有形文化財
（建造物）及び国
指定史跡の登録に
向けた学術調査事
業

ハンセン病患者に
対する隔離政策の
歴史を地域の歴史
として検証する事
業

その他、本法人の
目的を達成するた
めに必要な事業

ユネスコ世界文化
遺産及び世界の記
憶登録に向けた啓
発交流推進事業


